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研究成果の概要（和文）：本研究は，日本全国の刑事施設に収容された性犯罪受刑者598名を出所後3-5年間追跡
したデータを基に，性犯罪者処遇プログラム（以下プログラムという）の再犯抑止効果を，傾向スコアを用いて
交絡因子の影響を除いたうえで，パラメトリックな生存分析により評価したものである。その結果，(1)再犯の
経過は，痴漢で受刑した者（痴漢群）とそれ以外の者（非痴漢群）では異なっていること，(2)痴漢群では，プ
ログラムは有意な再犯抑止効果を持たないこと，(3)非痴漢群では，プログラムの効果は出所後500日程度まで存
在すること，(4)痴漢群では，非痴漢群より，プログラム受講の有無に関わらず再犯率が高いこと，が分かっ
た。

研究成果の概要（英文）：This study examined preventive effects of the sex offender treatment program
 in Japanese prisons (SOTPJ) with 3-5-year follow-up data of 598 male sex offence ex-prisoners. We 
used parametric survival models, controlling confounding factors with a propensity score method.  We
 found that (1) there were different recidivism processes between molesters and non-molesters, (2) 
for molesters, SOTPJ did not have any significant effects on recidivism, (3) for non-molesters, 
SOTPJ had a significant and preventive effect on recidivism until 500 days after release from 
prisons, and (4) molesters had higher recidivism rates than non-molesters did during the follow-up 
period regardless of their participation in SOTPJ.

研究分野： 犯罪心理学
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１．研究開始当初の背景 
性犯罪の抑止は，「安心・安全な社会」を

実現するための最も重要な課題の一つであ
る。性犯罪は薬物犯罪に次いで再犯率が高い
ことからすると，一度性犯罪を行った者が再
び同様な犯罪に至らないようにするための
効果的な働きかけ（Treatment；以下，刑事
司法の一般的な用法に従って，処遇という）
を行うことは，性犯罪の防止策の中でも，最
も有効で効果的な方策である。 
日本における性犯罪受刑者処遇では，評価

とそれに基づく改善が十分に行われていな
い。PDCAサイクル（plan-do-check-act cycle）
に基づいて考えれば，plan-do サイクルまで
は，“刑事収容施設及び被収容者等の処遇に
関する法律”（平成十七年五月二十五日法律
第五十号)の施行以来，着実に実施されるよう
になってきたものの，同法に基づく処遇の
check に該当する再犯抑止効果の評価は，ま
だ始まったばかりである。 
日本で性犯罪者処遇の評価が進んでいな

い最大の理由は，倫理的・刑事政策的な理由
から，性犯罪者に対して処遇の無作為割付け
を行うことが困難なためである。評価研究に
お い て は ， RCT (Randomized Controlled 
Trial）が gold standard といわれるが，性
犯罪受刑者処遇においては，評価のためだけ
に，性犯罪を犯して受刑している者に，再犯
抑止のための処遇プログラムを実施しない
ということは，倫理的・刑事政策的問題が大
きく，現実問題として RCT の実施は難しい。 
数少ない日本の再犯研究においては，その

ほとんどは，出所者を再犯の有無別に 2群に
分け，両群の違いを比較するというものであ
り，RCT が実施できないという問題点のほか
にも，次のような方法論上の問題を有してい
る。第一に，再犯までの期間を考慮していな
いこと，第二に，交絡因子を考慮していない
ことである。 
申請者らは，上記のような問題を踏まえ，

これを克服する方法として生存分析を採用
し，非行少年の再犯を対象として，生存分析
の手法の一つである Cox の比例ハザード・モ
デルを用いて，計量的な処遇効果研究を行っ
てきた。例えば，遊間・金澤(2001)及び Yuma, 
Kanazawa, & Kuniyoshi (2006)では，非行少
年の再非行に対する少年院処遇の効果に関
する研究を行い，回帰モデルを用いて交絡因
子を統制したうえで，少年院処遇は保護観察
に比べて，有意な再犯抑止効果を有すること
を示した。 
これら Cox の比例ハザード・モデルを用い
た申請者らの研究の特徴は，それまで日本で
行われてきた，再犯の有無だけに焦点を当て
た記述的な調査研究とは，次の 3点で異なっ
ている。(1)処遇効果の有無だけでなく，その
大きさを推定したこと，(2)再犯に影響を与え
る交絡因子の影響を統制したること，(3)個々
の対象者の追跡（調査）期間の違いによる再

犯率の違いを考慮したこと。 
これらの研究は，日本における計量的な処
遇効果研究の最先端に位置付けることが可
能であり，日本における Evidence-Based 
Justice に先鞭を着けたものと言える。 
Cox の比例ハザード・モデルを用いた性犯罪
受刑者の再犯に関する研究としては，法務省
(2012)が，初めての日本全国の性犯罪受刑者
を対象とした処遇効果研究であるという点
で見逃せない。法務省は，平成 24 年 12 月に，
「刑事施設における性犯罪者処遇プログラ
ム受講者の再犯等に関する分析 研究報告
書」（以下研究報告書という）を公表してい
る。ただし，交絡因子の影響を十分に統制し
ていないことや，処遇効果の時間的推移が分
からないことなどの改善すべき点を有して
いる。 
申請者らは，Yuma, Kanazawa,& Kuniyoshi 
(2010)において，Cox の比例ハザード・モデ
ルは，処遇効果の有無やその大きさを検証す
るには優れた手法であるが，他方，刑務所や
少年院などの矯正施設出所（院）後の再犯確
率の時間的推移の予測ができないという欠
点があることを指摘し，これを克服する方法
として，再犯の時間的推移に特定の関数を仮
定したパラメトリックな生存分析を用いる
ことが可能であることを示し，また，再犯に
至るまでの時間的推移に関して，いくつかの
質的に異なるパターンが存在することを見
いだした。 
 
２．研究の目的 
 本研究は，上記刑事政策的・学術的背景を
基に，研究報告書で用いられたデータを基に，
性犯罪受刑者の処遇及び再犯に関する追跡
データを用いて，(1)傾向スコアという最新の
解析手法を用いて交絡因子の統制をしたう
えで，(2)パラメトリックな生存分析を用いて
性犯罪者処遇プログラム（以下プログラムと
いう。）の効果を検証し，さらに(3)性犯罪受
刑者の出所後の再犯確率の時間的推移等か
ら効果的・効率的な処遇方法を提言する。 
 
３．研究の方法 
データ：日本全国の刑事施設に収容され，
平成 20 年 7 月から平成 21 年 12 月までの間
に刑事施設を出所した男子性犯罪受刑者 677
名を平成 24年 12月まで再犯について追跡し
たデータである。このうち，重度の精神障害
を有する者など 79 名を除いた 598 名を分析
の対象とした。 
再犯の定義：刑事施設を出所後検察庁で事

件処理された場合を再犯とした。なお，本報
告では，罪名・罪種を問わず，すべての犯罪
を再犯の対象とした結果だけを記載するが，
研究全体では，出所後に性犯罪を再度行った
場合，暴力犯罪を行った場合，それぞれを再
犯と定義した解析も行っている。 
再犯（追跡）期間の定義：再犯者では出所

してから初めて犯罪を犯すまでの期間，非再



犯者では出所後追跡期間が終了するまでの
期間とした。 

 
解析手法： 

傾向スコア算出のための共変量の選択：プロ
グラム受講前変数としては，再犯リスクに関
する要因のうち，(1)処遇によって変化させ
ることができない静的変数 44 項目，(2)処遇
によって変化させることができる動的変数
16 項目，及び(3)刑務所入所回数，ＩＱ相当
値（新田中Ｂ式知能検査を参考として，受刑
者用に開発された能力検査CAPUSによるＩＱ
の推定値）の 2 項目を加えた，全 62 項目に
ついて，質的変数はダミー変数化したうえで，
ほとんど該当がない変数や多重共線関係に
ある変数を除き，最終的に 70 の質的変数と 9
の量的変数を用いた。これらの変数は，傾向
スコア算出のための共変量及び生存分析の
説明変数の候補として用いた。 
なお，中間変数（プログラムよりも後に生

じ，再犯よりも前に生じる変数）である仮釈
放と出所時年齢は，傾向スコア算出の際では
なく，生存分析の際に，それぞれ時間依存共
変量及び時間非依存変量として用いた。 
 傾向スコア算出のための変数の選択方法
は，次のとおりである。まず，全てのプログ
ラム受講前変数を説明変数とし，再犯を応答
変数とする Cox の比例ハザード・モデルを用
いα=0.10とするstepwiseを実行した。次に，
残った変数を全て含み，応答変数をプログラ
ム受講の有無とするα=0.80 の stepwise 
logistic 回帰分析を行い，最終的な説明変数
を決定した。 
 有意水準を通常の値よりも大きくしたの
は，後に述べるように本研究では共変量調整
法として IPW 推定量(Inverse Probability 
Weighting Estimator）を用いたためである。
IPW 法では，傾向スコア算出のための最終モ
デルにプログラム受講の割付けに関連がな
い変数が含まれていても，プログラム（受講）
の効果の推定にはバイアスがかからず，有効
性にも影響がないことが知られている。 
解析：プログラム受講が無作為に割り付けさ
れていないことを考慮に入れ、解析は以下の
3段階に分けて行った。 
（第一段階）:傾向スコア及び IPW 推定量の
算出 前述の最終モデルに含まれた説明変
数を用い，プログラム受講の有無を応答変数
とする logistic 回帰分析を行った。この解
析によって得られるプログラムに割り付け
られる個々の受刑者の確率を傾向スコアと
し，これに基づいて IPW 推定量を計算した。
さらに，IPW 推定量を用いた調整の効果を検
討した。 
（第二段階）IPW 推定量を重み付けとする生
存分析 プログラムの再犯抑止効果の有無
及びその時間的推移を，Cox の比例ハザー
ド・モデルや，パラメトリックな生存分析を
用いて検証した。共変量の候補としては，プ
ログラム受講前変数及び中間変数を用いた。 

 この際，分析対象が，再犯に関して，均質
なグループであるのか，質的に異なるグルー
プから構成されているのかを，検討した。 
（第三段階）第二段階の解析で得られた結果
の感度分析 プログラムの再犯抑止効果の
推計値が，傾向スコア推定に用いられていな
い変数の影響をどの程度受けるのかを検討
した。 
 
４．研究成果 
(1)傾向スコアの分布 
 Step-wise logistic 解析の結果，傾向スコ
ア算出のための変数として，最終的に 19 項
目が選ばれ，それに基づいて傾向スコアを計
算した。 

図１ 処遇群・非処遇群別傾向スコアの分布 
 
 傾向スコアが“オーバーラップの仮定“を
満たしているかどうかを確認するために，処
遇群・非処遇群別にその分布をみたのが図 1
である。処遇群と非処遇群は，ほぼ重なりあ
っていること，確率が 0や 1の近辺となって
いないことから，IPW 推定量に補正を加えず，
この傾向スコアに基づいて，重み付けをする
ことが可能であると判断した。 
(2)IPW による共変量の調整効果 
 図 2 は，19 個の共変量各々について，IPW
推定量による調整前と調整後のプログラム
への割付けへの差が，どの程度修正されたか
を見たものである。 
 図 2では，調整前には，各共変量ごとに 5%
から 40%近くあった処遇群と非処遇群との標
準化された差（standardized difference）
が，19 項目すべてにおいて，減少しかつ 10%
未満となっていることが分かる。このことか
ら，‟強く無視できる割り当て”が実現され
ていると判断した。言い換えれば，以降の分
析においては，IPW 調整を行えば，あたかも
処遇群と非処遇群とが，無作為に割り付けら
れたかのようにみなしてよいことを意味し
ている。 
(3)最適モデル 
 ハ ザ ー ド 関 数 を 一 般 化 ガ ン マ 分 布
(accelerated failure time form）とし，条
例違反（主として痴漢：痴漢群）で受刑した
者と，それ以外の者（非痴漢群）をプログラ
ムの効果に関して異質なグループとする以
下のモデルが最適モデルとなった（表 1及び
表 2）。 
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図３　痴漢・非痴漢別，プログラム受講の有無別ハザード関数

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 表 1 から，痴漢と非痴漢を区別しない均質
モデルよりも，両者を区別するモデルのほう
が，データへの適合度が高いことが分かる。 
 なお，ここには示していないが，一般化ガ
ンマ分布以外の分布形についても推定した
が，いずれも分布形よりも，適合度は良かっ
た。 
 
 
 
 
表 2から痴漢群においては，プログラムは

有意な効果を持たないが，非痴漢群では，有
意な効果を有することが分かる。 
非痴漢群におけるプログラムの効果は，ス

ケールパラメータではなく，形状パラメータ
ーの一つであるσに影響を与えていた。 
このことは，プログラムは，ハザード関数や
再犯期間を何倍にするというタイプの効果
ではなく，ハザード関数の形に影響を与える
という効果を有していることを意味してい
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 3 は，表 2の結果に基づいて，痴漢群・
非痴漢群別，プログラム受講の有無別にハザ
ード関数を描いたものである。 
 痴漢群では，プログラムの受講の有無でハ
ザード関数はほとんど変わらないが，非痴漢
群では，受講した者のほうが，500 日目くら
いまでは，ハザード関数が上にあり，その後
重なっていることが分かる。非痴漢群で，受
講をしたことのハザード関数への影響は，
500 日程度しか続かないことが示されている。 
 また，明らかに痴漢群のほうが，非痴漢群
よりも，ハザード比は大きい，つまり，再犯
しやすいことが示されている。 
図 4は，表 2の結果に基づいて，痴漢群・

非痴漢群別，プログラム受講の有無別に生存
関数を描いたものである。 

痴漢群は，受講者と非受講者の生存曲線が
交差しているが，非痴漢群では，1,300 日目
くらいまでは，受講者のほうが非受講者より
も，生存曲線が上にあり，その後両群の差は
なくなっていることが分かる。 
 また，痴漢群の生存率（再犯をしない者の
割合）は，プログラム受講の有無にかかわら
ず，非痴漢群の生存率よりも低いことが示さ 
れている。つまり，痴漢群は非痴漢群よりも
再犯しやすい傾向が認められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5 は，痴漢群における表 2のパラメトリ

ックモデルと最適な Cox モデルの Cox-Snell
残差を示したものである。パラメトリックモ
デルのほうが適合度がよいことが分かる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 6 は，非痴漢群における表 2のパラメト

リックモデルと，最適な Cox モデルの
Cox-Snell 残差を示したものである。両者に
はっきりとした差は認められない。つまり，
表 2のパラメトリックモデルと Coxのモデル
には，適合度において，大きな差異は認めら
れないということになる。 
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図４　痴漢・非痴漢別，プログラムの受講の有無別生存関数
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 次に，プログラム受講の有無によって，再
犯に違いが認められた非痴漢群における，プ
ログラム受講の有無に関する係数-0.21（表 2
の非痴漢群の「プログラム」の係数）が，傾
向スコアを求める際に用いた変数の組み合
わせによって，どの程度変化するかを検討し
た（図 7）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図７は，傾向スコアの算出に用いた説明変
数の違いによるプログラムの係数の推定値
及びその 95%信頼区間の変化，つまり，観察
されない変数によるバイアスの感度分析の
結果を示したものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 7から傾向スコア算出に用いる変数が変
わっても，プログラムの係数は大きく変化せ
ず，いずれの場合も 5%水準で有意であること
が分かる。 
まとめ 
 日本の性犯罪受刑者の出所後の再犯の追
跡調査によって以下のことが分かった。 
(1) 痴漢と痴漢以外の性犯罪受刑者では，再

犯のパターンが異なっている。すなわち，
①痴漢では，刑務所で実施されている性
犯罪者処遇プログラムは再犯抑止に効果
が認められない。②痴漢以外ではプログ
ラムは再犯抑止に有意な効果をもたらす
が，そのハザード関数への効果はおおむ
ね 500 日で消失する。➂痴漢のハザード
関数は，痴漢以外の者よりもかなり高い。 

(2) パラメトリックなモデルと，従来最もよ
く使われてきた Cox の比例ハザード・モ
デルを比較すると，痴漢群では，パラメ
トリックなモデルのほうが当てはまりが
よく，非痴漢群では両者はほとんど同じ
である。 

(3) 上記は，プログラム受講の割付けに影響
を与えていると思われる交絡因子につい

ては，傾向スコアを用いた分析によって，
十分な調整がなされたうえでの結果であ
る。 

(4) プログラムの受講が有意に再犯を抑止す
る非痴漢群において，プログラムの受講
の効果を示す係数は，傾向スコア算出に
用いた変数が異なっても，大きな変化は
認められない。これは，プログラムの再
犯抑止効果の推定が，観察されない変数
によって生じるバイアスには大きな影響
を受けないことを推測させるものである。 

日本における性犯罪受刑者処遇への提言 
 上記結果により以下の提言が可能である。 
(1)痴漢については，プログラムの修正を考

慮すること。 
(2)痴漢以外の受刑者については，出所後の

効果を持続させるための方策，例えば，社
会内処遇において，プログラムを継続する
などの方法を考慮すること。 

(3)痴漢以外の受刑者については，仮釈放期
間内は，再犯が強く抑制されるので，仮釈
放期間を長めにとるなどの方策を検討す
ること。 

(4)いずれの受刑者においても，薬物・アル
コール依存は，再犯を促進するので，これ
らへの働きかけを受刑期間中に実施する
こと。 

本研究の限界 
(1) 追跡期間が，最短で 3 年間，最長で 5 年

弱と短く，安定した結果を得るためには，
もっと長期にわたる観察が必要である。 

(2) 痴漢・非痴漢以外のサブタイプの存在に
ついて，より詳細な分析が必要である。 

(3) プログラムの実施密度別の分析が必要で
ある。 
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